
横浜市障害者福祉サービス事業者等 

指定更新の手続きについて 

 

 平成18年10月に指定を受けた指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設（居宅介護・重度訪

問介護・同行援護・行動援護・短期入所・共同生活援助・共同生活介護・重度障害者等包括支援・療養介

護・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・障害者支援施設など）は、今年9月末に指定の有

効期間満了日を迎えます。引き続き指定を受けようとする場合には指定更新が必要です。 

 
 横浜市では、平成18年10月に指定を受けた事業者の指定更新を平成24年7月1日～31日の間で受け付けて

います。更新を受けなければ有効期間の満了によりその効力を失います。申請もれがないか今一度ご確認

ください。 

 

（平成18年11月以降に指定を受けた事業者については、別途、ウェブサイト「障害福祉情報サービスか

ながわ」でお知らせします。） 

 

手続き方法や申請書の様式等につきましては、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の「書

式ライブラリ」→「書式ライブラリ」→「２．横浜市からのお知らせ」→「指定更新に関する届出様式（障

害者自立支援法）」よりダウンロードできますのでご確認ください。 
（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=42&topid=2） 

 

 なお、更新手続を完了した事業者の指定更新通知書は9月30日までに送付する予定です。 

 
●書類の提出方法等 

提出方法は郵送のみです。（窓口では受付けません。） 

 
【送付先】 
〒231-0021 横浜市中区日本大通１８番地 ＫＲＣビル６階 横浜市健康福祉局障害企画課宛 

 
※ 封筒には必ず「指定更新申請書在中（各サービス名）」と明記してください。 
※ 事務所移転に伴い、7月 2日から住所が変更になっていますのでご注意ください。 
※ 提出された書類の写しは返送できませんので、提出前にコピーされることをお勧めします。 
※ 受領確認のための返信用葉書等の同封はご遠慮ください。 

 
●更新に関連する質問等 

  期間中は多くの事業者からの質問が集中します。 
多くの質問に正確に回答するため、質問は所定の質問票にご記入の上、原則電子メールにてお送り 

ください。質問票の書式は上記のウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」に用意しています 
のでご協力をお願いします。（電子メールが利用できない場合はファックスも可能とします。） 

  なお、質問への回答は翌営業日までに電子メールまたはファックスで返信する予定です。 
  電話での質問はご遠慮ください。 

【メールアドレス】 kf-syositei@city.yokohama.jp 
【ファックス番号】 045-671-3566 

 
横浜市健康福祉局障害企画課企画調整係 

045-671-3601 


